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佐野市農業委員会総会議事録



佐野市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和７年１月２４日（金）午後１時３０分から午後２時３１分まで

２．開催場所 佐野市役所 ６階 大会議室Ａ･Ｂ

３．出席委員 （１４人）

会長 １６番 大芦 宏

委員 １番 新井 勉

委員 ２番 川田恒夫

委員 ４番 石澤和枝

委員 ５番 齋川英夫

委員 ６番 小関昭男

委員 ７番 深澤雄二

委員 ８番 中島福一

委員 １０番 松島 明

委員 １１番 蘒原洋子

委員 １２番 小久保勝

委員 １３番 立川幸一

委員 １４番 澁江修身

委員 １５番 野村春男

４．欠席委員 （１人）

委員 ９番 小林秀男



５．議事日程

日程第１ 会期の決定について

日程第２ 議事録署名委員の指名について

日程第３ 会議書記の指名について

日程第４ 報告第１号について

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について

日程第５ 議案第１号から議案第７号までについて

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第４号 非農地証明願について

議案第５号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について

議案第６号 佐野市農用地利用集積計画の決定について

議案第７号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について

６．農業委員会事務局職員

事務局長 髙 利彰

参事 佐瀬浩幸

農地調整係 係長 荻原美江

主査 峯 裕江

主査 安在亮人

主事補 柿沼誠一郎

主事補 島田佳汰

７．会議の概要

事務局長

議 長

事務局長

議 長

ただいまから、令和７年第１回佐野市農業委員会総会を始めさせてい

ただきます。

開会に先立ち、本日の出席委員数を報告してもらいます。事務局長。

はい、ご報告申し上げます。ただいまの出席委員は、１４名でございま

す。なお、佐野市農業委員会総会規則第４条による届け出のあった欠席委

員は、議席番号９番 小林秀男委員の１名でございます。

また、農地利用最適化推進委員の出席は１５名でございます。

事務局長の報告のとおり、出席委員数は１４名であります。したがっ

て、定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。

ただいまから、令和７年第１回佐野市農業委員会総会を開会いたしま



事務局

議 長

す。

これより、議事日程に入ります。

日程第１、会期の決定についてでありますが、本日１日としたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。

（なしの声）

異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたします。

次に、日程第２、議事録署名委員の指名についてでありますが、総会規

則第１９条第２項の規定により、議席番号５番 齋川英夫委員、議席番号

１０番 松島明委員を指名いたします。ご了承願います。

次に、日程第３、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、農

業委員会事務局職員の峯裕江主査、安在亮人主査を指名いたします。ご了

承願います。

次に、日程第４に入ります。報告の案件は、報告第１号のみでありま

す。

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に

ついて事務局に報告してもらいます。

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に

ついて、このことについて、佐野市農業委員会事務局事務専決規程第２条

第７号の規定により、次のとおり専決処分したので、同規程第３条の規定

により報告します。

令和７年１月２４日提出 佐野市農業委員会会長。

（報告第１号 朗読し報告）

事務局の報告が終わりました。報告第１号は、事務局の報告のとおりで

あります。ご了承願います。

次に、日程第５に入ります。本日、ご審議いただく案件は、議案第１号

から議案第７号まででございます。

まず、議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請につい



事務局

てを議題といたします。事務局に議案第１号の説明をしてもらいます。

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、次

のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。

令和７年１月２４日提出 佐野市農業委員会会長。

３条８０４番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は５㎞、所要時間は１０分です。大農機具の所有状況は、トラク

ター３台、コンバイン１台、田植機１台を所有、トラクター１台をリース

しています。主な経営作物は、米・麦となっております。農作業従事人数

は３人、従事日数は７５０日です。検討事項６項目につきましては、６番

につきまして、現地を地区担当の委員に確認していただきまして、結果、

問題なしとのことですので該当しません。その他５項目につきましては、

審査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見としては許可相当と

思われます。

３条８０５番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は０．０５㎞、所要時間は１分です。大農機具の所有状況は、刈

払機２台、噴霧器２台を所有しています。主な経営作物は、葡萄となって

おります。農作業従事人数は１人、従事日数は３００日です。検討事項６

項目につきましては、６番につきまして、現地を地区担当の委員に確認し

ていただきまして、結果、問題なしとのことですので該当しません。その

他５項目につきましては、審査の結果、すべて該当いたしませんので、総

合意見としては許可相当と思われます。

３条８０６番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は９㎞、所要時間は２０分です。大農機具の所有状況は、トラク

ター１台、田植機１台、コンバイン１台を所有しています。主な経営作物

は、米・麦・野菜となっております。農作業従事人数は２人、従事日数は

２４０日です。検討事項６項目につきましては、６番につきまして、現地

を地区担当の委員に確認していただきまして、結果、問題なしとのことで

すので該当しません。その他５項目につきましては、審査の結果、すべて

該当いたしませんので、総合意見としては許可相当と思われます。

３条８０７番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は９㎞、所要時間は２０分です。大農機具の所有状況等につきま

しては、８０６番と受人が同じですので省略します。検討事項６項目につ

きましては、６番につきまして、現地を地区担当の委員に確認していただ

きまして、結果、問題なしとのことですので該当しません。その他５項目

につきましては、審査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見と

しては許可相当と思われます。



３条８０８番 売買による所有権の移転。対価は○○万円です。申請地

までの距離は０．５㎞、所要時間は５分です。大農機具の所有状況は、ト

ラクター２台、コンバイン１台、田植機１台を所有しています。主な経営

作物は、米となっております。農作業従事人数は２人、従事日数は２００

日です。検討事項６項目につきましては、６番につきまして、現地を地区

担当の委員に確認していただきまして、結果、問題なしとのことですので

該当しません。その他５項目につきましては、審査の結果、すべて該当い

たしませんので、総合意見としては許可相当と思われます。

３条８０９番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は６㎞、所要時間は１０分です。大農機具の所有状況は、トラク

ター２台、耕耘機２台、ネギ管理機２台、消毒機械２台を所有していま

す。主な経営作物は、ネギ等野菜となっております。農作業従事人数は２

人、従事日数は３００日です。検討事項６項目につきましては、６番につ

きまして、現地を地区担当の委員に確認していただきまして、結果、問題

なしとのことですので該当しません。その他５項目につきましては、審査

の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見としては許可相当と思わ

れます。

３条８１０番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は０．０１㎞、所要時間は１分です。大農機具の所有状況は、ト

ラクター３台、耕耘機２台、田植機３台、コンバイン３台を所有していま

す。主な経営作物は、米・麦となっております。農作業従事人数は４人、

従事日数は７００日です。検討事項６項目につきましては、６番につきま

して、現地を地区担当の委員に確認していただきまして、結果、問題なし

とのことですので該当しません。その他５項目につきましては、審査の結

果、すべて該当いたしませんので、総合意見としては許可相当と思われま

す。

３条８１１番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は０．０１㎞、所要時間は１分です。大農機具の所有状況等につ

きましては、８１０番と受人が同じですので省略します。検討事項６項目

につきましては、６番につきまして、現地を地区担当の委員に確認してい

ただきまして、結果、問題なしとのことですので該当しません。その他５

項目につきましては、審査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意

見としては許可相当と思われます。

３条８１２番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は１２㎞、所要時間は１５分です。大農機具の所有状況は、トラ

クター２台、芋掘機１台、芋植機１台、ツル刈払機１台を所有していま

す。主な経営作物は、そば・野菜・果樹となっております。農作業従事人

数は１人、従事日数は３６５日です。検討事項６項目につきましては、６



議 長

番につきまして、現地を地区担当の委員に確認していただきまして、結

果、問題なしとのことですので該当しません。その他５項目につきまして

は、審査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見としては許可相

当と思われます。

３条８１３番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は１２㎞、所要時間は１５分です。大農機具の所有状況等につき

ましては、８１２番と受人が同じですので省略します。検討事項６項目に

つきましては、６番につきまして、現地を地区担当の委員に確認していた

だきまして、結果、問題なしとのことですので該当しません。その他５項

目につきましては、審査の結果、すべて該当いたしませんので、総合意見

としては許可相当と思われます。

３条８１４番 売買による所有権の移転。対価は○○円です。申請地ま

での距離は１．５㎞、所要時間は５分です。大農機具の所有状況は、トラ

クター１台、耕耘機１台、田植機１台を所有しています。主な経営作物

は、米となっております。農作業従事人数は１人、従事日数は１５０日で

す。検討事項６項目につきましては、６番につきまして、現地を地区担当

の委員に確認していただきまして、結果、問題なしとのことですので該当

しません。その他５項目につきましては、審査の結果、すべて該当いたし

ませんので、総合意見としては許可相当と思われます。以上です。

ありがとうございました。

事務局の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１号について、申請のとおり許可することに

賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。よって議案第１号については、申請のとおり許可

することに決定いたしました。

次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

てを議題といたします。

事務局に議案第２号の説明をしてもらいます。



事務局

議 長

調査班

議 長

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、次

のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。

令和７年１月２４日 提出 佐野市農業委員会会長。

（議案第２号 朗読し説明）

事務局の説明が終わりました。

なお、本件については調査班により現地調査が行われておりますので、

調査結果の報告に入ります。

議案第２号 ４条１７２番について、調査班お願いします。

４条１７２番について報告します。農地転用許可基準に基づく検討状

況ですが、許可の基準は第１種農地のため原則不許可です。立地基準は、

転用目的が一時的な利用に該当し、一般基準は、２番から１２番までを検

討した結果、記載のとおりとなっており、許可の基準は満たしているもの

と判断いたしました。

以上のようなことから、現地調査班の意見は許可相当と思われます。

ありがとうございました。

以上で調査班による報告が終わりました｡

これより議案第２号について質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２号については転用に係る面積が３０ａ以

下の案件でありますので、栃木県農業会議常設審議委員会からの意見聴

取は行わず、他法令との調整のうえ申請のとおり許可することに賛成の

委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。

よってそのように決定いたしました。

次に、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

てを議題といたします。



事務局

議 長

調査班

議 長

事務局に議案第３号の説明をしてもらいます。

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、次

のとおり許可申請がありましたので、意見を求めます。

令和７年１月２４日 提出 佐野市農業委員会会長。

（議案第３号 朗読し説明）

事務局の説明が終わりました。

なお、本件については調査班により現地調査が行われておりますので、

調査結果の報告に入ります。

議案第３号 ５条１１３９番と５条１１４０番について、調査班お願

いします。

５条１１３９番について報告します。農地転用許可基準に基づく検討

状況ですが、許可の基準は第２種農地のため、周辺の他の土地に立地する

ことができる場合は不許可です。立地基準は、代替地がない場合に該当

し、一般基準は、２番から１２番までを検討した結果、記載のとおりとな

っており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。

以上のようなことから、現地調査班の意見は許可相当と思われます。

５条１１４０番について報告します。農地転用許可基準に基づく検討

状況ですが、許可の基準は第２種農地のため、周辺の他の土地に立地する

ことができる場合は不許可です。立地基準は、代替地がない場合に該当

し、一般基準は、２番から１２番までを検討した結果、記載のとおりとな

っており、許可の基準は満たしているものと判断いたしました。

以上のようなことから、現地調査班の意見は許可相当と思われます。

ありがとうございました。以上で調査班による報告が終わりました。こ

れより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第３号については、転用に係る面積が３０ａ以

下の案件でありますので、栃木県農業会議常設審議委員会からの意見聴

取は行わず、他法令との調整のうえ申請のとおり許可することに賛成の

委員の挙手を求めます。



事務局

議 長

調査班

議 長

（挙手全員）

挙手全員であります。よってそのように決定いたしました。

次に、議案第４号 非農地証明願についてを議題といたします。事務局

に議案第４号の説明をしてもらいます。

議案第４号 非農地証明願について、次のとおり証明願いがありまし

たので、意見を求めます。

令和７年１月２４日提出 佐野市農業委員会会長。

（議案第４号 朗読し説明）

事務局の説明が終わりました。なお、本件については調査班により現地

調査が行われておりますので、調査結果の報告に入ります。議案第４号

非農地５４８番と非農地５４９番について、調査班お願いします。

非農地５４８番について報告いたします。願出地の周囲には農地はな

いため、営農に支障はないと思われます。願出地は人為的に転用行為が行

われており、また２０年以上経過しており、非農地証明はやむを得ないと

思われます。

非農地５４９番について報告いたします。願出地の周囲には農地はあ

りますが、営農に支障はないと思われます。願出地は人為的に転用行為が

行われており、また２０年以上経過しており、非農地証明はやむを得ない

と思われます。

ありがとうございました。以上で調査班による報告が終わりました。こ

れより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声）

質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第４号について、願いの

とおり証明することに賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。よって、議案第４号については願いのとおり証明

することに決定いたしました。
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次に、議案第５号 農地法第２条第１項の農地に該当するか否かの判

断についてを議題といたします。事務局に議案第５号の説明をしてもら

います。

議案第５号 農地法第２条第１項の農地に該当するか否かの判断につ

いて、次のとおり非農地判断をすることについて、意見を求めます。

令和７年１月２４日提出 佐野市農業委員会会長。

議案の説明に入る前に非農地判断について説明させていただきます。

毎年、委員の皆様には８、９月に農政課・農業委員会事務局の職員と農地

パトロールを実施していただいていますが、パトロールの時に確認した

耕作放棄地の中で、その土地が森林の様相を呈している場合や、土地の周

囲の状況からみて、農地として復元しても利用することができないと見

込まれる場合には、農地法で定める農地に該当しないものとして、農業委

員会の職権により農地ではないと判断することができるとされており、

このことを非農地判断と言います。これに該当する農地は、パトロールで

判定 オ としていただいた農地になります。

なお非農地判断をした農地につきましては、農業委員会が管理する農

地台帳から外すとともに、所有者に対して非農地通知を送付します。非農

地通知を受け取った所有者は、法務局で登記簿の地目を農地以外の現況

にあった地目に変更していただくこととなります。

（議案第５号 朗読し説明）

事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありま

せんか。

（澁江 修身委員 挙手）

澁江委員どうぞ。

このような取り組みは結構ですが、地主さんは了解していらっしゃる

のですか。

事務局、お願いします。

今回、総会にかける前に、所有者の方に非農地判断をすることに対して

確認をとっております。意見があればこちらに伝えていただくよう通知
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を出して、ご連絡はありません。

松島委員、現地確認をしていただいているようですが、何かございます

か。

１２月２３日に小林委員と、横塚推進委員と３人で現地を確認してき

ました。徒歩で行けるところまでは山の中に入りまして、この辺かなとい

うことで現状を確認しています。ほとんど全部が山林状態であって、足が

入れないような場所になっています。ここまでという形で杭が打ってあ

る状態ではない、ほとんど山林というか山という形で、人が入れるような

状態ではなくて、仮に農地に復元するとなれば、そこまでの道をまず作っ

て、重機を入れないととても復元など出来ないという状況でした。現地ま

で行けないところは、航空写真での確認をいたしました。非農地判断とい

うことができるのであれば、その方が良いのかなと感じています。

ありがとうございます。

他に質疑はありませんか。

（なしの声）

これをもって質疑を終結いたします。議案第５号について、承認するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。よって、議案第５号については承認することに決

定いたしました

次に、議案第６号 佐野市農用地利用集積計画の決定についてを議題

といたします。事務局に議案第６号の説明をしてもらいます。

議案第６号 佐野市農用地利用集積計画の決定について、農業経営基

盤強化促進法第１８条第１項の規定により、佐野市長から決定の依頼が

ありましたので、意見を求めます。

令和７年１月２４日提出 佐野市農業委員会会長。

（議案第６号 朗読し説明）



議 長 事務局の説明が終わりました。

ここで、質疑に入る前に、議事参与の制限についてご案内します。

利用権設定関係の２２番について、議席番号１２番 小久保勝委員が、

議事参与の制限に該当します。

２２番について審議します。

小久保勝委員の退室をお願いします。

（小久保委員 退室 １４：２３）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします｡利用権設定関係の２２番について、計画のとおり承

認することに賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。

よって利用権設定関係の２２番については、計画のとおり承認するこ

とに決定いたしました。

小久保勝委員の入室をお願いします。

（小久保委員 入室 １４：２４）

次に利用権設定関係の３８番について、議席番号１１番 蘒原洋子委

員が、議事参与の制限に該当します。

３８番について審議します。

蘒原洋子委員の退室をお願いします。

（蘒原委員 退室 １４：２４）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声）

質疑なしと認めます。



お諮りいたします｡利用権設定関係の３８番について、計画のとおり承

認することに賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。

よって利用権設定関係の３８番については、計画のとおり承認するこ

とに決定いたしました。

蘒原洋子委員の入室をお願いします。

（蘒原委員 入室 １４：２５）

次に利用権設定関係の５４番と６２番について、議席番号２番 川田

恒夫委員が、議事参与の制限に該当します。

５４番と６２番について審議します。

川田恒夫委員の退室をお願いします。

（川田委員 退室 １４：２６）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします｡利用権設定関係の５４番と６２番について、計画の

とおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。

よって利用権設定関係の５４番と６２番については、計画のとおり承

認することに決定いたしました。

川田恒夫委員の入室をお願いします。

（川田委員 入室 １４：２６）

次に、利用権設定関係の２２番、３８番、５４番、６２番以外の案件及

び、所有権移転関係について審議します。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
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（なしの声）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。利用権設定関係の２２番、３８番、５４番、６２番

以外の案件及び、所有権移転関係について、計画のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。

よって議案第６号利用権設定関係の２２番、３８番、５４番、６２番以

外の案件及び、所有権移転関係については、計画のとおり承認することに

決定いたしました。

次に、議案第７号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決

定についてを議題といたします。

事務局に議案第７号の説明をしてもらいます。

議案第７号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定につ

いて、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、佐野市長か

ら決定の依頼がありましたので意見を求めます。

令和７年１月２４日提出 佐野市農業委員会会長。

（議案第７号 朗読し説明）

事務局の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします｡議案第７号について、計画のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。

（挙手全員）

挙手全員であります。



よって議案第７号については、計画のとおり承認することに決定いた

しました。

さて、お手元にお配りしました、農地法第４条及び第５条申請に係る意

見聴取（令和６年１２月分）に対する回答についてをご覧ください。令和

６年第１２回の定例会において議決し、栃木県農業会議の常設審議委員

会に意見聴取した案件でございますが、許可相当との意見を得ましたの

で、他法令との調整のうえ会長専決にて許可書を交付したことをご報告

いたします。

以上をもちまして、本総会に提出されました全議案の審議を終了いた

しました。令和７年第１回佐野市農業委員会総会を閉会いたします。慎重

審議、ご協力ありがとうございました。

午後２時３１分閉会


